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第１回美幌町総合教育委会議 議事録 

 

 

１ 開催日時  平成３０年１０月１７日（水） 

 

 開会  １６時００分 

 

 閉会  １７時２４分 

 

２ 場  所  しゃきっとプラザ会議室１ 

 

 

３ 出席者 

  （構成員）   美幌町長      土 谷 耕 治 

                美幌町教育委員会   

          教育長      平 野 浩 司 

          委 員      久 山 昌 樹 

          委 員      猪 本 里 美 

          委 員      小 川 慶 子 

  （構成員以外の出席者） 

         美幌町 

          総務部長     広 島   学 

          総務部政策主幹  小 室 秀 隆 

         美幌町教育委員会 

          教育部長     田 村 圭 一 

          学校教育主幹   以 頭 隆 志 

          指導主事     三 浦   正 

          学校給食主幹   岩 田 憲 次 

          社会教育主幹   露 口 哲 也 

          スポーツ振興主幹 浅 野 謙 司 

          博物館長     鬼 丸 和 幸 

          図書館長     竹 花 史 康 

          学校教育グループ主査（学校教育担当） 

                   宮 崎 博 史 

          学校教育グループ主査（総務担当） 

                   高 橋 美奈子 

  （傍聴者）   なし 
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１ 開  会 

○田村教育部長 定刻となりましたので、只

今から、平成３０年度第１回美幌町総合教育

会議を開催いたします。本日の会議の出席者

につきましては議案の裏面に記載しておりま

すが、加藤委員が所用のため、欠席となって

おりますことをはじめにご報告させていただ

きます。本会議は、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第１条の４第６項の規定に

より、原則公開となりますので、本日の会議

につきましても公開で進めてさせていただき

たいと存じますがよろしいでしょうか。 

○構成員一同 （異議なしの声あり） 

○田村教育部長 それでは、会議は公開で進

めることとさせていただきます。 

 お手元の次第に基づきまして、会議を進行

させていただきます。 

 

───────────────────── 

２ 挨  拶 

○田村教育部長 はじめに会議の主宰者であ

ります、土谷町長からご挨拶をいただきます。

町長、よろしくお願いいたします。 

○土谷町長 本日は大変お疲れのところ、ご

苦労様でございます。平成３０年度第１回の

総合教育会議にお集まりいただきまして心か

ら感謝を申し上げます。 

この会議は平成２９年９月１４日以来の開

催になります。地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の改正に伴い、教育委員会と地

方公共団体の長が協議を行う場として平成２

７年度から開催されているものでございま

す。美幌町における教育課題について、委員

の皆さまと直接お話しをする貴重な機会と考

えております。 

 本日は、美幌町における教育課題について、

皆さまといろいろな意見を交わし、今後の教

育行政に取り組んで参りたいと思いますので

よろしくお願いします。本日は誠にありがと

うございました。 

○田村教育部長 ありがとうございました。

続きまして、教育委員会を代表しまして平野

教育長よりご挨拶をいただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○平野教育長 平成３０年度第１回総合教育

会議開催にあたり、教育長として一言ご挨拶

いたします。 

平成２７年４月１日施行の地教行法の一部

改正による新教育長として、土谷町長から任

命をいただき、２年を終えたところでありま

す。土谷町長からの任命に恥じぬよう教育長

の役割をしっかりと受け止め、教育委員４名

の皆様方と共に教育行政を取り進めて来たと

ころであります。 

現在の教育は様々な課題に直面しており、

教育に対する社会の要請や教育行政を取り巻

く社会状況の変化に対応しながら、町民の信

頼にこたえる教育を実現する必要があると認

識しているところであります。 特に、学校教

育について申し上げますと、子どもが少なく

なった今、子どもたちの成長は地域の希望で

あります。「地域の子どもは地域で育てる」

ことを基本に、家庭、地域、学校、行政の４

者が十分に連携を取りながら、教育委員会と

してあらゆる課題に対し、正面から前向きに、

ぶれることなく解決して行きたいと考えてお

ります。 

今後は、土谷町長が教育の総合的な政策の

方針として、総合教育会議で定めました「教

育大綱」の実現や、教育委員会が示させてい

ただいている「美幌町教育行政執行方針」の

実現のため、しっかりと教育委員の皆さんと

協議し、皆さんの合意を得て「顔の見える教

育委員会」として、教育行政を進めていきた

いと存じます。   

本日は短い時間でありますが、美幌町の教

育の状況を、土谷町長と共通認識させていた

だき、土谷町長の一層のご支援をいただきた

いと存じます。よろしくお願いいたします。 

○田村教育部長 ありがとうございました。 

続きまして、議事のほうに入らせていただき

ますが、これより先の議事進行につきまして

は、美幌町総合教育会議設置要綱第４条の規

定により、町長が会議の議長となっておりま
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すので土谷町長にお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

───────────────────── 

３ 議  事 

（１）平成２９年度教育委員会の主な事務の

管理及び執行状況の点検・評価について 

○土谷町長 それでは、お手元の教育会議の

次第に沿って進めさせていただきます。 

会議次第３、議事の（１）平成２９年度教

育委員会の主な事務の管理及び執行状況の点

検・評価について、事務局から説明をお願い

します。資料につきましては１、２、３とな

っています。それでは、お願いします。 

○以頭学校教育主幹 （１）平成２９年度教

育委員会の主な事務の管理及び執行状況の点

検・評価についてご説明をさせていただきま

す。資料番号１をご覧下さい。 

 １頁の（３）点検・評価の対象でございま

す。点検・評価につきましては、平成２９年度

の事業実績を対象としております。 

 教育委員会会議の開催状況などの教育委員

会諸活動等の点検のほか、「美幌町教育目標」

や「平成２９年度教育行政執行方針」に基づ

く主な施策・事務事業の実施状況について点

検・評価を行ったものでございます。この点

検・評価の結果報告書につきましては、８月

２３日に開催されました第５回教育委員会定

例会において承認され、町議会９月定例会に

報告をするとともに、町民の皆さまに公表す

ることにより、説明責任を果たすこととして

いるものでございます。 

 はじめに教育委員会の活動状況でございま

す。報告書の２頁から７頁をご覧ください。 

平成２９年度の教育委員会の開催状況でご

ざいますが、定例会を１２回開催しておりま

す。内容につきましては、議案３９件、報告

５６件について審議をいただいております。 

 協議会につきましては、５頁、６頁であり

ます。１２回開催いたしまして、協議２１件、

報告４１件について審議いただいておりま

す。また、７頁の諸活動といたしまして、各

種行事への参加や小中学校への訪問、視察や

研修など多くの活動をいただき、こちらに記

載はありませんが小中学校の公開授業参観な

ど、大変ご苦労をおかけしているところでご

ざいます。 

次に各グループにおける平成２９年度美幌

町教育行政振興方針に基づく点検・評価でご

ざいますが、報告書の１２頁から３８頁に記

載をしております。 

 学校教育グループ分につきましては、１２

頁から２３頁の２２事業でございます。学校

給食グループ分につきましては、２４頁、２

５頁に記載の２事業です。社会教育グループ

分につきましては、２６頁から３０頁に記載

の８事業であります。続きまして、図書館グ

ループ分につきましては、３１頁から３３頁

に記載の５事業でございます。続きまして、

博物館グループ分につきましては、３４頁か

ら３６頁に記載の５事業でございます。最後

に、スポーツ振興グループ分につきましては、

３７頁から３８頁に記載の３事業でございま

して、合計４５事業について点検評価をいた

しました。 

 また、平成２９年度社会教育事業の「第７

次美幌町社会教育中期計画」に基づく評価と

しまして、３９頁①番、社会教育委員の職務

についてから、４０頁の④番、平成２９年度

美幌町社会教育委員活動実績までの項目につ

きましては、今回から新たに追加をしており

ます。なお、社会教育委員による評価につき

ましては、４１頁から４２頁に記載となって

おります。 

 続きまして４３頁、外部評価でございます。

外部評価につきましては、平成２６年度から

実施されており、今年で５回目の実施であり

ます。 

 今年度の外部評価委員につきましては、前

美幌町教育委員会指導主事でありました、鈴

木憲治様と、北海道教育大学岩見沢校教授の

山本理人様に昨年同様、お願いしております。 

 報告書の４３頁から５３頁までが、評価報

告でございます。「学校教育の推進」につき
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ましては鈴木前指導主事が、「社会教育の推

進」につきましては山本教授に評価をいただ

いております。 

 最後に、教育委員による意見・評価であり

ます。報告書の８頁から１１頁まででありま

す。 

 教育委員会の活動や各グループの事務事業

について、各グループの評価を踏まえ、各委

員から出されたご意見などを「評価・意見」

としてまとめたものでございます。 

 なお、資料番号２は「各施設の事業実施結

果」、資料番号３は「各施設の利用状況」の

報告書となっておりますので、こちらは後ほ

どご覧いただきたいと思います。 

 以上ご説明いたしました。よろしくお願い

します。 

○土谷町長 平成２９年度教育委員会の主な

事務の管理及び執行状況の点検・評価につい

てご説明をいたしましたので、何かご意見等

ございましたらお願いします。なお、会議中

の発言につきましては着席のまま進めたいと

思います。発言の際は挙手をお願いします。

（平野教育長挙手）はい、平野教育長お願い

します。 

○平野教育長 只今、事務局より概要報告が

ありました平成２９年度の活動の点検・評価

報告に係る教育委員会の活動状況について、

少し私から補足させていただきます。 

平成２９年度の教育委員会の開催状況につ

いては概要報告のとおりでありますが、活動

状況のうち、特に土谷町長にご理解いただき

たい事項を報告させていただきます。 

毎年度の教育行政執行方針の中で、顔の見

える教育委員会として、様々な教育課題につ

いて積極的に取り組んで参りますと述べさせ

ていただいておりますが、平成２９年度も、

教育委員会の活動や教育委員の動きが、町民

の皆様に見えるよう、理解いただけるよう、

積極的に活動させていただきました。その中

で、教育委員と校長会、社会教育委員、ＰＴ

Ａ役員、美幌高校など、教育関係者との懇談

や社会教育施設訪問を積極的に行っておりま

す。特に、学校をより理解するため、全体で

は年２回の定期的な学校訪問や、各教育委員

においては学校での公開授業、研究会､行事な

どに積極的に参加していただいております。

本日も美幌中学校の合唱コンクールがあり、

そちらにも出ていただいております。 

その他、総合教育会議に向けた協議や点検

評価報告書作成のための協議など、日常的に

も集まり、教育委員会としての情報共有や意

思疎通を図っているところです。 

このように、各教育委員におかれましては、

平成２９年度は積極的な活動や関わりをもっ

ていただいたと考えておりますので、報告さ

せていただきます。 

  引き続き、美幌の教育の向上のため、各教

育委員、職員が一丸となって積極的に取り組

んで行きたいと考えております。 

○土谷町長 ありがとうございます。その他、

ございませんでしょうか。（猪本委員挙手）

猪本委員お願いします。 

○猪本委員 教育委員による意見、評価等に

ついて、意見を述べさせていただきたいと思

います。 

 学校教育グループについてであります。一

点目として、美幌町の小中学生の学力につい

てですが、昨年度の全国学力・学習状況調査

の結果では小中学校共に全国や全道の平均を

上回った教科はありませんでしたが、全国、

全道との差については縮小しており授業改善

推進チーム活動事業や、教育支援員配置事業

など、学校関係者のきめ細やかな学力向上へ

の取り組みは着実に進んでいると考えており

ます。 

二点目として、きめ細やかな教育を実現す

るため、引き続き小学校の少人数学級の継続

やＩＣＴ機器設備の充実、特別支援教育にお

ける介助員の配置など、今後も継続をしてい

ただきたいと考えます。 

三点目として、要保護・準要保護世帯への

就学補助として、支援対象となる保護者に対

し入学準備金の早期支給を行うなど、保護者

への経済支援による学習環境の充実に取り組
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んでいることを高く評価しております。今後

とも、支援が必要となる児童生徒に対し十分

に配慮しながら学習環境の充実に努めていた

だきたいと考えます。 

次に、学校給食グループについてでありま

す。地産地消推進のため、地元産の農畜産物

の使用割合が年々伸びているほか、昨年度は

地元食材によるアスパラうどんやトマトパス

タ、美高うどんを給食に提供するなど、地場

産品の振興にも取り組んでいただきました。

今後も学校給食を通じた食育の推進や地場産

の農畜産物の使用に取り組んでいただきたい

と考えています。今後ともよろしくお願いい

たします。 

○土谷町長 ありがとうございました。その

他どなたかございませんか。（小川委員挙手）

はい、小川委員お願いします。 

○小川委員 私からも教育委員による意見・

評価等について、意見を述べさせていただき

ます。 

社会教育グループについてでありますが、

一点目として、２８年度からスタートしまし

た、「第７次社会教育中期計画」について、

２年目が終了し、計画に沿った事業が進めら

れたことを評価するとともに、今後も円滑な

事業推進を期待しております。 

 二点目として、「びほーる」は、町内外か

ら高い評価をいただいております。利用率は

８０％を超えており、関係者の努力に高い評

価をしております。今後とも、芸術文化活動

の拠点施設として、質の高い、魅力ある企画

事業の展開や事業主体者の育成などを進め、

さらなる利用促進と地域の活性化につなげて

いただきたいと考えます。 

 また、点検・評価の中で「美幌町民会館は、

平成３０年度の完成に向けて本体工事に着手

するとともに、備品の選定や使用料の検討な

ど、完成後の利用計画を十分に詰めてほし

い。」と報告させていただいておりましたが、

今年９月１日に素晴らしい会館が完成し、心

から喜んでおります。今後、一層、地域活動

や文化振興の拠点として、多くの町民の方々

に利用されることを望んでおります。 

次に、図書館グループについてであります

が、はじめに、読書習慣の定着について発言

させていただきますと、図書館の来館者も

年々減少傾向にあり、年間貸出冊数も減少し

ている中、児童書の貸出冊数が若干増加して

おります。 

このことは、「子ども未来絵本０３６事業」

など、子どもたちへの読書活動推進の取り組

みの成果であり、高く評価しております。今

後も、更なる充実を期待しているところであ

りまして、引き続き、土谷町長の理解と協力

をお願いいたします。 

あわせて、近年の児童生徒たちの読書離れ

の解消に向け、各学校と図書館がより一層の

連携強化を進めるとともに、学校司書の充実

を図るなど、子どもたちの読書活動の推進に

つながる取り組みに期待しているところで

す。今年度において、学校図書館の充実に向

け、図書館長、図書館司書が積極的に関わっ

ていることをうれしく思っています。 

○土谷町長 ありがとうございました。その

他、どなたかございませんか。（久山委員挙

手）久山委員お願いします。 

○久山委員 次に、博物館グループについて

一言述べさせていただきます。２９年度は開

館３０周年を迎えて、非常に充実した事業展

開が図られていると受け止めております。特

に年間入場者数が１万人を超え、累計入場者

数も３０万人を突破したことは高く評価して

いるところです。 

学校教育との連携による学校への教育普及

活動や高齢者を含めた、幅広い事業の推進も

図られており、町民に親しまれる博物館づく

りを進めていただいております。 

 博物館の展示スペース及び、周辺の環境整

備については、今後も来館者が利用しやすい

施設として、関係者と協議の上、年次的に整

備を継続していただきたいと思います。 

 次に、スポーツ振興グループでございます

が、町民が安心してスポーツを楽しめる環境

を整備する事業として、スポーツセンター改
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修事業、また、屋内多目的運動場の建設決定

はありがたく思っております。今後は既存施

設の更新、改修が課題となってまいりますの

で、計画的な整備を進めていただきたいと思

います。また、将来の美幌町を担う、青少年

達が、全道・全国で活躍をしております。美

幌町民に大きな勇気を与えてくれていると思

っています。子ども達のスポーツ活動は、地

域の指導者、運営にあたっている父母や一般

の方々に支えられているところであります。

今後においても、スポーツ指導者の資格取得

に対する助成、競技大会に参加する選手や引

率する指導者への経費助成を引き続きお願い

いたしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○土谷町長 ありがとうございました。只今、

色々なご意見をいただきました。一つは顔の

見える活動に対する思い、猪本委員からは３

５人学級の取り組みについて評価をいただき

ました。また、要保護・準要保護世帯への充

実に向けた配慮や給食センターの地産地消の

取り組みや地場産品の活用を今後もお願いし

たいとのことでありました。 

小川委員におかれましては、第７次美幌町

社会教育中期計画に基づいて着実な取り組み

をとのことでありました。これについても今

後、しっかりと取り組んでまいりたいと思っ

ています。また、びほーるについても８０％

台の高い利用率となっております。９月１日

に町民会館が完成したので、相互に連携して

利用をしていただき、その中で地域の方々に

とってこの施設が不可欠なものだということ

をしっかりと認識して利用してもらえるよ

う、今後も続けて参りたいと思います。 

図書館についても、０歳、３歳、６歳児へ

の事業についてもしっかりと取り組んで参り

たいと思います。また、学校司書の問題につ

いてですが、これらの充実についても教育委

員会と協議し、しっかりとした取り組みをし

て参りたいと思います。 

最後に久山委員から博物館、スポーツセン

ターの改修についての発言がありました。博

物館につきましては昨年度３０周年を迎え、

最近になって新たな評価を受けているところ

です。職員もがんばっているようですので、

町民の皆さんに喜んでいただける施設として

推進をしていかなければならないと思ってい

ます。 

スポーツセンターに関しては、既存施設の

改修をやっておりますし、屋内多目的運動場

についても建設するということで作業が進め

られております。全道・全国大会に出場する

ために子供たちが頑張っていますが、それ以

上に最近ではオリンピックやワールドカップ

でも随分活躍されています。スポーツ指導者

の問題もありますので、引き続き、皆さんの

ご意見をいただきながら頑張ってまいりたい

と思いますので今後ともよろしくお願いしま

す。 

それでは次に進めてよろしいでしょうか。 

○構成員一同 （はいとの声あり） 

 

───────────────────── 

（２）いじめ・不登校問題 

○土谷町長 それでは、２番目のいじめ、不

登校問題について事務局から説明願います。 

○以頭学校教育主幹 それでは、いじめ・不

登校問題の対策について、説明をさせていた

だきたいと思います。資料番号の４をご覧く

ださい。 

 はじめに、１取り組み状況の（１）美幌町

いじめ防止基本方針については、国や道の基

本方針策定に基づきまして、平成２７年６月

に策定されました基本方針について、施行後

３年目を目途とする国の改定や、北海道いじ

め基本方針についても本年２月に改定される

など上位計画の見直しがされたことから、美

幌町においてもこれらの内容に対応し必要な

措置を講じるために本年５月に改正をしたも

のでございます。 

主な内容としては３点ございます。いじめ

の基本理念、責任について明確化したこと、

いじめの認知について、けんかやふざけあい

であっても背景にある事情を調査していじめ
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に該当するかどうかを判断すること、いじめ

の解消の判断基準については、いじめに係る

行為が止んでいることが相当な期間経過して

いること、具体的には少なくとも３か月を目

安とすること等について、明確に定義された

ものであります。 

２点目として、いじめの防止に向けた方針

を具体的に整理したことです。学校でいじめ

を発見した場合には組織的に対応すること、

また、保護者が自ら範を示すなどの改正をし

ております。 

３点目として、町が実施する施策について

記載をしております。定期的なアンケート調

査や教育相談室との連携、又は専門職の配置

に努めること、インターネット上におけるい

じめについては学校及び家庭に大きな影響を

与えることから危険性について児童生徒へ啓

発するように改正したことが主な内容となっ

ております。 

続きまして（２）美幌町いじめ問題対策連

絡協議会の設置でございます。これにつきま

しては年２回程度開催し、いじめ把握のため

のアンケート調査の結果について各学校にお

ける状況報告や対応について情報交換を行っ

ております。 

次に、２いじめの状況でございます。これ

につきましては、年２回、６月と１１月に実

施しております、いじめの把握のためのアン

ケート調査による報告でございます。平成２

６年度は０件、２７年度は小学校で２件、平

成２８年度につきましては小学校で６６件、

中学校で９件、平成２９年度につきましては

小学校で７６件、中学校で１４件となってお

ります。 

※の１番に記載をしておりますが、平成２

８年度からいじめの定義が厳密化された状況

から、初期段階のいじめや、ごく短期間のう

ちに解消した事案についても認知するという

ことから大幅に増加をしているものでござい

ます。 

 （２）平成３０年度のいじめの認知件数で

すが、６月調査では小学校で１１件、中学校

では１７件で、前年度と比較すると大幅に減

少している状況ですが、各学校の認知の考え

方に多少の誤差が生じている場合もあります

が、早期発見、早期対応の考え方については

各学校とも共通で認識しておりますのでご理

解願います。また、３０年度の「解消に向け

て取組中」の項目で、中学校で２件となって

おりますが、※３に記載しておりますが、加

害生徒及び被害生徒へ適切な指導を継続して

おり、状況については収まりつつあるため、

重大案件には該当しておりません。 

次の頁をご覧ください。３いじめの態様で

ございます。記載の表のとおりの内容となっ

ておりますが、小学校の件数が先ほどのいじ

めの認知件数とは一致しておりませんが、こ

れは複数回答によるものとご理解ください。 

 次に、４いじめの発見・相談相手でありま

す。いじめの発見については、やはりアンケ

ート調査による発見が多く、相談状況につい

ては、学級担任への相談が多くなっている状

況であります。 

 ５の「いじめ」の定義の変遷につきまして

は、後ほど確認をお願いしたいと思います。 

 続きまして、不登校の状況についてであり

ます。（１）不登校を理由とする長期（３０

日以上）の欠席児童・生徒数の推移でござい

ますが、平成２２年度の合計人数が２０名で

あったのが、平成２５年度には１４名と減少

傾向にありましたが、その後増加し、平成２

９年度では１８名という状況になっておりま

す。相談室や学校でも対応していただいてお

りますが、なかなか減らない現状となってお

ります。 

 次に、（２）不登校児童生徒への指導結果

状況でございます。指導の結果、登校するよ

うになった児童生徒につきましては、平成２

８年度で合計で１２件となっておりますが、

平成２９年度では合計で３件となっており、

指導中の児童生徒につきましては合計で１５

件となっております。 

 次の頁、（３）不登校児童生徒の状況分析

でございますが、不登校になったきっかけと
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考えられる状況であります。小学校では友人

関係、中学校では親子関係やその他、本人に

関わる問題が主な内容です。 

指導の結果、登校する又はできるようにな

った児童生徒に効果があった学校の措置とし

ましては、２９年度は、前頁に記載のとおり

小学校では指導の結果、登校するようになっ

た児童の欄が０件ですので、学校の措置の欄

に記載がありません。中学校につきましては、

多種多様な事情をもつ生徒に合わせた対応が

学校で必要であったことから、特に主だった

効果のあった項目はありませんが、その生徒

に合わせた必要な対応をしていたということ

でございました。 

以上、簡単ではございますがご説明させて

いただきました。 

○土谷町長 それでは、ただいまご説明をさ

せていただきましたことについて、ご質問、

ご意見等ございましたらお願いしたいと思い

ます。（小川委員挙手）はい、小川委員お願

いします。 

〇小川委員 「美幌町いじめ防止基本方針」

ついて、発言させていただきます。 

 平成２９年３月に国の基本方針が改定さ

れ、北海道の方針も今年３月に改訂されたと

ころであり、本町も今年５月２３日開催の美

幌町教育委員会定例会で、改正させていただ

きました。 

 いじめは「どの子どもにも、どの学校でも

起こりうる」ことを基本にいじめの未然防止

のため、全ての学校、教育委員会が努力をし

て行く必要があると考えます。 

 また、すべての児童生徒に「いじめは決し

て許されない」ことの理解を徹底的に伝えて

いく必要があります。 

 今回改正しました「美幌町いじめ防止基本

方針」についてお話しさせていただきますと、

美幌町や教育委員会の防止に向けた対策とし

てインターネットを活用した啓発、特に学校、

町のホームページの利用を新たに加えており

ます。学校や教育委員会でしっかり進めてい

く必要がありますが、加えて、相談体制の整

備の中でスクールカンセラーやソーシャルワ

ーカーの配置に努める内容となっております

ので、スクールカンセラーやソーシャルワー

カーの配置に向けて、努力をお願いします。 

○土谷町長 そのほか、何かございますか。

よろしいでしょうか。私からも一つ質問なの

ですが、いじめにおける「重大な案件」とい

うのは何か定義があるのでしょうか。（田村

教育部長挙手）はい、教育部長お願いします。 

〇田村教育部長 全国的なニュースで児童

生徒の自殺が取り上げられているところで

すが、命にかかわるようないじめについて重

大案件として捉えているところです。 

〇平野教育長 私からもよろしいでしょう

か。具体的な事例として、児童生徒が自殺を

企てた場合や自身の体に重大な損害を負っ

た場合や金品等に大きな被害があった場合、

いじめによって精神的な疾患が発生した場

合などを想定して重大な案件としており、町

の規定の中では発生した場合については即

座に町長へ報告すると定めています。それ以

外の案件については教育委員会内部で対応

しております。 

〇土谷町長 只今、小川委員からご意見いた

だきましたソーシャルワーカーの設置につ

いては、今後の課題ですので教育委員会と協

議しながら進めていきたいと思いますので

ご理解をお願いします。 

 その他、ございませんか。後ほど全体を通

じてご意見をいただきたいと思いますので

よろしくお願いします。 

 

───────────────────── 

（３）平成３０年度全国学力・学習状況調査

について 

○土谷町長 次に、（３）平成３０年度全国

学力・学習状況調査について、事務局から説

明をお願いします。 

○三浦指導主事 このことにつきましては、

私、指導主事三浦が説明させていただきます。

資料番号５をご覧下さい。 

 今年度で１２年目を迎えた全国学力・学習
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状況調査ですが、今年度、文部科学省からの

結果公表が例年より１か月ほど早く行われ

ました。教育委員会としましても、これに応

じて広報「びほろ」での美幌町全体の結果公

表を１か月早めた次第です。 

広報での公表は３回シリーズでお知らせ

しています。すでに９月号で学力の状況につ

いて、１０月号で学習状況についてお知らせ

しています。３回目となる１１月号の広報で

は、学習・生活状況のパート２をお知らせし

ます。この後の説明は、広報で公表した内容

を中心に、美幌町の児童生徒の学力や学習状

況について、お知らせいたします。土谷町長

におかれましては、これらの内容を参考にし

ていただきまして、これからの教育行政等に

反映していただければ幸いです。 

２ページをお開きください。平均正答率に

ついて、全国、北海道と美幌町の児童生徒の

学力の状況を示したものです。表をご覧くだ

さい。今年度は、３年に一度の理科の調査も

行われています。平成３０年度の結果につい

ては、美幌町全体として、小中学校ともに全

国や北海道の平均正答率を上回った教科は

ありませんでした。 

平均正答率を全国と比べてみますと、最も

差が小さいのは小６、中３とも理科で、それ

ぞれ－７.２ポイント、－４.２ポイントでし

た。最も大きいのは小６と中３とも算数Ｂ

で、それぞれ－１３.２ポイント、－７.２ポ

イントでした。昨年度と比較すると中３の国

語Ａ・Ｂと数学Ａで０.８～２.８ポイント縮

まりましたが、中３の数学Ｂと小６の全教科

で全国との差が開きました。 

今、各校では学力向上プロジェクトや学力

向上委員会等、組織的に分析や対応に取り組

んでおります。教育委員会としましても、小

学校における授業改善推進チーム、指導方法

工夫改善加配、習熟度別等の少人数指導、放

課後学習や長期休業中の学習サポート事業、

３５人学級への対応、ＩＣＴの充実、さらに

通学合宿や親子算数教室の開催等の施策の

一定の成果を確認しながらも、より実効性の

ある取り組みとなるように尽力していきま

す。 

続きまして、３ページからの資料について

は、時間の関係上、ポイントのみ説明させて

いただきます。３ページの資料①ですが、領

域別正答率は、黒い円が全国を１００とした

もので、青が北海道、赤が美幌町の正答率を

示しています。黒い円に近づくほど、全国に

近くなっていくのですが、ご覧のとおり中学

校に比べますと小学校は厳しい状況にある

ことがお分かりになると思います。 

４ページの資料は正答率を基にした比較

です。問題の中から、正答数を４段階に分け、

０問を含めた下位２段階の正答率に当ては

まる児童生徒の割合を全国と比べたもので

す。小学校６年生では、下位段階の正答数に

当てはまる児童の割合は、全国と比べて教科

にもよりますが、１０～２０％多いと言えま

す。中学校３年生は数学Ｂは１６.６％と大

きいですが、他の教科では国語Ｂは７％ほど

ありますが、知識のＡ問題と理科は０.７～

２.９％とそれほど開きはありません。下位

層が引き上げられているという面では中学

校での習熟度別指導の成果が表れていると

言えます。 

５ページの資料３は無解答率、手を付けら

れない問題を基に比較したものです。やはり

活用の算数Ｂに無解答が高い問題が多いで

す。６ページの小学校では、ここに示してい

る４問は３０％以上の子が手を付けること

ができなかったという問題です。中学校は８

ページになりますが、数学Ｂでは１４問中５

問で４０％以上の無解答率を示しています。

やはり下位層の児童生徒の無解答率が高い

傾向にあります。ここでも下位層の対策が必

要であると言えます。 

続いて１１ページをお開きください。こち

らは質問紙から見た美幌町の生活習慣や学

習状況についてです。ここでは、学力向上の

取り組みに欠かせない要因として、家庭での

学習と読書についての現状です。①の表にあ

るように、平日に１日あたり１時間以上勉強
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をしている割合は、小６で３８.２％、中３

で５２.２％です。全国平均と比べると、小

６は２８％少なくなっています。中３は１

８.４％で、昨年と同じです。 

一方、表②の全く勉強をしない小６は５.

２％と全国平均の２倍、中学校は１４.９％

と、全国平均の３倍となっています。 

表③では、家庭において自分で計画を立て

て勉強をしている割合は、小６で５８.４％、

中３で４７.８％です。全国平均との差は下

回っていますが、昨年度の全国平均の差と比

べると、中３で８.２％縮まりましたので、

自分で計画して勉強をしている中学生が増

えていると言えます。 

続いて１２ページの読書についてですが、

表⑥、学校の授業時間以外で読書をしている

割合は、小６では３０分以上でも１時間以上

でも全国平均より低いのですが、中３におい

ては、３０分以上で０.２％、１時間以上と

なると４.５％全国より高くなっています。

中３では読書習慣が身についてきており、小

学校でも読書時間を昨年度と比べると、１時

間以上読書する割合が２.２%増えています

ので、読書に親しむ子は増えていると言えま

す。 

読書については、各学校で朝読書の取り組

みやボランティアによる読み聞かせ等の取

り組みが行われており、また今年度から図書

館司書の各学校派遣による取り組みも始ま

っており、関心が高まってきております。 

１３ページでは、美幌町の子供たちががんば

っている、全国平均を上回った項目を紹介し

ます。小学６年で上回っている項目は次の３

項目です。「新聞を読んでいる」、「地域の

大人に勉強、スポーツ、遊んでもらうことが

ある」、「理科の勉強は好き」の項目です。

さらに、「理科の勉強の内容はわかります

か。」等、理科に関わる質問で全国平均を上

回っている項目があります。 

中学３年は、５項目の例を挙げています

が、下の黒円にもあるように、全国平均を上

回る項目が多くあります。中学校について

は、自己有用感、将来の夢や目標、人の役に

立ちたいという項目が高いことは非常に意

味があり、うれしい限りです。また、小中と

もに、「地域の大人に教えてもらったり、遊

んだりすることがある」が多いことは、美幌

の子供は地域の大人との関わりが深いと言

え、有意義な数字だと思います。 

今、各学校では、管理職、主幹教諭、教務

主任、担任等を核とした学力向上に向けての

対策に組織的に取り組んでいることは校長

先生からも報告を受けています。それを基に

学校としての取り組みを策定し、さらに今年

度は、年度末に１回しか行っていなかった学

校評価を中間でもう１回行って、方向性を改

めて見直して、学校改善プランを策定すると

いうことで、教師や保護者の声を拾いながら

改善をしていく取り組みと結果分析の両面

から対応していこうという部分が今年の大

きな特徴と言えます。 

そのためにも、ＩＣＴ機器等の導入をお願

いしたいと思います。特に実物投影機につい

ては、普通学級全学級に導入され、授業改善

推進チームの働きかけもあり、どの学級でも

いつでも活用できる状態になっています。個

に対応していくことが学力の向上につなが

っていくと思いますので、さらなる教育環境

の充実を図っていくことが重要であると思

います。 

最後に、平成３１年度以降の全国学力・学

習状況調査についてです。小学校については

平成３２年度から、中学校については３３年

度から、新学習指導要領による教育課程が本

格的に実施されます。それに向けて調査の内

容も変わってきます。今まではＡ問題とＢ問

題に分かれていた問題が一括して知識・活用

を一体的に問う問題に変わります。 

具体的には、今年度は「国語Ａ」（知識）

と「国語Ｂ」（活用）が別でしたが、次年度

からは「国語」として知識と活用が一体化さ

れます。算数と数学も同様です。 

②中学校では次年度からに「英語」も実施

されます。英語は「聞くこと、読むこと、書
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くこと（４５分）」領域と、パソコン等を活

用した「話すこと（１５分）」領域に分かれ

た調査が実施されますので新たな対応が必

要になってきます。以上です。 

○土谷町長 それでは只今説明のありました

全国学力・学習状況調査についてご質問、ご

意見等ございましたらお願いします。 

 これは希望が持てる数字ですね。全般的に

押し上がってきている状況もありますし、１

４ページを見ると中学生の良いところが随

分ありますね。全国と比較すると、美幌の子

ども達は健全に育っていると言えますね。 

他に何かございますか。 

○構成員一同 （ありませんの声あり） 

○土谷町長 よろしいでしょうか。それでは

次に進みます。 

 

───────────────────── 

（４）美幌高校の状況、支援について 

○土谷町長 次に美幌高校の支援について事

務局から説明をお願いします。 

○平野教育長 美幌高校の状況、支援につい

て、私から説明させていただきます。 

 資料番号６をお出しください。 美幌高校の

対応については、教育委員会で行っておりま

して、積極的に連携、応援をしているところ

であります。 

 今年度も、９月２０日に美幌高校を訪問し

て、「教育委員と美幌高等学校との意見交換

会」を実施しております。授業や実習内容、

牛舎等改築中の施設の見学、意見交換などを

行ったところです。近年、美幌高校への入学

者数が減少しているということで、間口確保

を含めた入学者確保の対策に頭を痛めている

ところです。本日は皆さんとの共通認識を図

りたいと思います。 

 １の美幌高校への入学者数ですが、平成２

９年度が８７名、平成３０年度が９４名であ

ります。残念なことは、平成２９年度は中学

卒業者１５８名のうち７４名が美幌高校に入

学しているのですが、平成３０年度は１８４

名のうち、７５名しか入学していない事実で

す。ということは、年々、地元から入学する

生徒が減ってきているということです。ここ

数年はかなりの欠員が生じておりますが、生

産環境科については平成２９年度が７人に対

して、３０年度は１５人が入っておりますの

で、他町村から美幌に来ている子供たちの数

は好転したと思っております。 

 ２の町内卒業者の入学する割合についても

今までは５０％前後で推移してきましたが、

２９年度入学者で４６.８％、３０年度で４

０.８％という状況になっております。 

 ３の公立高等学校の配置計画ですが、毎年、

６月に配置計画案が示されまして、９月に決

定、公表をされております。今年度の計画は、

平成３１年から３３年までの３年間の配置計

画が示されております。 美幌高校につきまし

ては、平成２８年度で６０人の欠員、平成２

９年度は７３人の欠員ということで、間口見

直しの基準で、２年間「４０人以上の欠員が

生じている場合」は間口の見直しをすると示

されておりますので、今年１月から、北海道

教育委員会と間口減について協議をしてきた

結果、３３年度までは、現状維持となりまし

た。しかし平成３０年度も６６人の欠員で４

０人を大きく上回っておりますのでかなり厳

しい状況に置かれているということは事実で

あります。 

オホーツク中学区の状況をお話しますと、

３０年度の中学区の１市５町、この中には佐

呂間町も入っていますが、中学卒業生は、１，

３８２人ですが、平成３１年度に北見市内で

１０１人が減少をします。また、平成３３年

度には北見市内で７１人が減少することか

ら、平成３１年度については北見柏陽高校で

１学級減、北見商業高校で１学級減というこ

とです。さらに平成３３年度に北見緑陵高校 

が１学級減となります。 

なお、美幌町の卒業者数は、平成３３年度

は１６８人で、今年より１６人減少すること

となります。 

４の美幌高校への支援内容ですが、大きく

３点の補助をしていただいております。まず
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農業科に入学した方への支援ですが、平成２

９年度は８名、今年は１０名の方に支援をし

ています。２番目が寄宿舎の運営についてで

すが、現在、７名が入寮しております。補助

基準は６名以上の入寮者がいること、という

基準を設けております。３番目が進路対策と

してポスターやパンフレット、広告掲載、学

校訪問の経費を組んでおりまして、皆さまに

お配りしております「北海道美幌高等学校 

農業科案内」パンフレットは、美幌町の補助

で作成したものです。学校全体のものは道費

で作成しておりますが、農業科だけのものは

道費では作れないということで、今回、経費

を町で負担して作成しました。これを中学校

を含めて関係機関に配布をしています。 

次に、１０月１２日に設立しました「美幌

高等学校教育振興対策協議会」に触れさせて

いただきますと、美幌町、議会、教育委員会

など、関係する団体から１２人で構成する協

議会を設立させていただきました。会長に美

幌高等学校教育後援会会長の松本さんになっ

ていただきまして、副会長に商工会議所の後

藤会頭と農業協同組合の清野組合長になって

いただいております。土谷町長、大原議会議

長には顧問に就任していただきました。 

 美幌高校の現状を理解いただき、生徒確保

にいろいろな意見をいただきました。今後に

ついてはこの協議会を基本に、オール美幌で、

美幌高校を応援していきたいと考えていま

す。第１回目の高校進学の調査によりますと

約７割の生徒が北見への進学を希望している

という状況にありますので、平成３１年度の

生徒確保に向けて、全力で美幌高校と取り組

みを行いたいと思っております。以上です。 

○土谷町長 はい、それでは説明がありまし

た美幌高等学校の支援についてのご質問、ご

意見等ございましたらお願いします。（久山

委員挙手）久山委員お願いします。 

○久山委員 ９月２０日に、美幌高校を訪問

して校長等からお話を伺ってまいりました。

まだまだ町民に知られていない情報がたくさ

んありますし、積極的に高校の授業内容、進

路指導、就職の状況、また子供たちの希望が

どのようにかなえられているかをぜひ汲み取

っていただいて、先ほど教育長がおっしゃい

ました美幌高等学校教育振興対策協議会の中

に反映させていただいて、美幌高校存続のた

めにお力をいただきたいと思っております。

なくす訳にはいかない高校だと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○土谷町長 わかりました。この度、振興対

策協議会ができましたので、今後については

ここを中心に美幌高校に関わる問題がいろい

ろと協議されると思いますので、大いに期待

をしたいと思いますし、私たちも協議会の中

でしっかりと発言をしていかなければならな

いと思っております。その他、ございません

でしょうか。 

○構成員一同 （特にありませんの声あり） 

○土谷町長 これについてはよろしいでしょ

うか。 

○構成員一同 （はいとの声あり） 

 

───────────────────── 

（５）その他、意見交換 

○土谷町長 それでは（５）のその他という

ことで、特に案件はございませんが何か教育

行政全般についてご意見等がございましたら

お伺いいたします。教育長、教育委員の皆さ

んから何かございませんか。 

○構成員一同 （特にありませんの声あり） 

○土谷町長 事務局の方から何かありますで

しょうか。 

○田村教育部長 ９月１日にオープンしまし

た町民会館のパンフレットができましたので

本日配布させていただいております。以上で

す。 

○土谷町長 びほーるに続いて町民会館がで

きたということで皆様におかれましてはＰＲ

をお願いします。それでは、本日の議事につ

いては、以上で終わらせていただきたいと思

います。本日はどうもありがとうございまし

た。 
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───────────────────── 

４ 閉  会 

○田村教育部長 大変お疲れさまでした。今

後、今年度中に第２回目の総合教育会議の開

催を予定しておりますのでまたよろしくお願

いしたいと思います。 

 それでは、以上をもちまして、平成３０年

度第１回美幌町総合教育会議を閉会させてい

ただきます。 

 どうもありがとうございました。 

 

 

 

１７時２４分 閉会 

 


